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◆
納
付
手
続
き

　
　

金
融
機
関
・
道
税
事
務
所
窓
口
、
指

　

定
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
か
ら
納

　

税
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
パ

　

ソ
コ
ン
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、タ
ブ
レ
ッ

　

ト
端
末
を
利
用
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　

ト
上
の「Yahoo!

公
金
支
払
い
」サ
イ

　

ト
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
い
の

　

手
続
き
が
で
き
ま
す
。
24
時
間
ご
利
用

　

出
来
ま
す
の
で
、
平
日
や
日
中
、
お
仕

　

事
な
ど
で
納
税
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

　

方
は
、
納
期
限
ま
で
に
ご
利
用
く
だ
さ

　

い
。

◆
自
動
車
税
ス
マ
イ
ル
納
税
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
　

自
動
車
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
税
し

　

た
個
人
の
納
税
者
が
ス
マ
イ
ル
納
税

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
登
録
し
た
応
援
店
で

　

領
収
証
書
等
を
提
示
す
る
と
、
応
援
店

　

が
独
自
に
設
定
し
た
特
典
サ
ー
ビ
ス
を

　

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
北
見
道
税
事
務
所
納
税
課

☎
０
１
５
７
・
２
５
・
８
６
８
６

　

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
仕
組
み

等
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
自
動
車
税
の
課
税
に
つ
い
て

問
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

☎
０
１
１
・
７
４
６
・
１
１
９
０

▽
自
動
車
取
得
税
の
課
税
に
つ
い
て

問
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

☎
０
１
１
・
７
４
６
・
１
１
９
５

◦詳しい内容は直接お問い合わせください。
◦記事中の記号は次のとおりです。
　問：お問い合わせ先　☎：電話　℻：ファックス　E：メールアドレス
　　：ホームページ　　：お申し込み先　　：フェイスブック

○人口：5,126人（-61人）
　【内外国人：189人】
○男♂：2,416人（-23人）
　【内外国人：25人】
○女♀：2,710人（-38人）
　【内外国人：164人】
○世帯：2,451戸（-18戸）
     【内外国人：174戸】
※（　）内数字は前月比

人
の
う
ご
き
　
３
月
末

　

５
月
は
、
軽
自
動
車
税（
全
期
）、
固
定

資
産
税（
第
１
期
）を
納
付
す
る
月
で
す
。

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
納
　
　
期
：
５
月
31
日（
金
）

◆
口
座
振
替
：
５
月
27
日（
月
）

※
諸
事
情
に
よ
り
「
納
期
限
ま
で
に
納
め

　

ら
れ
な
い
」「
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い
」

　

な
ど
の
相
談
や
、
不
明
な
点
が
ご
ざ
い

　

ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
企
画
財
政
課
資
産
税
係
・
徴
収
対
策
室

☎
２
・
１
２
１
４

　　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の

運
輸
支
局
の
登
録
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ

る
道
税
で
す
。

◆
納
期
：
５
月
31
日（
金
）

※
諸
事
情
に
よ
り
「
納
期
限
ま
で
に
納
め

　

ら
れ
な
い
」「
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い
」

　

な
ど
の
相
談
や
、
不
明
な
点
が
ご
ざ
い

　

ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
通
知
書
の
発
送
：
５
月
上
旬

※
住
所
の
変
更
な
ど
の
理
由
に
よ
り
納
税

　

通
知
書
が
届
か
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ

　

さ
い
。

軽
自
動
車
税
・
固
定
資
産
税
の

納
期
で
す
！

自
動
車
税
の
納
期
で
す
！

自衛官候補生　１８歳以上３３歳未満の方
　試験日程：５月１９日（日）・２０日（月）
　　　　　　どちらか１日を選べます
　試験会場：旭川駐屯地
　募集締切：５月１３日（月）
　入隊時期：８月下旬～９月上旬もしくは
　　　　　　３月下旬～４月上旬

一般曹候補生　１８歳以上３３歳未満の方
　試験日程：５月２５日（土）※一次試験
　試験会場：旭川駐屯地
　募集締切：５月１５日（水）
　入隊時期：４月上旬

問自衛隊旭川地方協力本部遠軽地域事務所
　（遠軽町岩見通南３丁目）
☎０１５８・４２・６６１６
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※
焼
き
網
、
プ
レ
ー
ト
は
使
用
料
に
含
ま

　

れ
ま
す
が
、炭
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
鉄
道
記
念
館（
交
通
公
園
）

▽
開
館
時
間　

９
時
～
17
時

　
（
休
館
日
：
毎
週
月
曜
日
）

※
展
示
場
見
学
希
望
の
方
は『
片
平
食
堂
』

　

へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

 
片
平
食
堂

☎
２
・
３
２
２
３

問
町
民
課
生
活
環
境
係

☎
２
・
１
２
１
３

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
い
つ
で
も
地
域
住

民
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

相
談
内
容
に
つ
い
て
の
秘
密
は
堅
く
守

ら
れ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
難
し
い
手
続

き
も
い
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
法
務
局
で
は

相
談
所
が
常
時
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
特
設
な
ん
で
も
相
談
所
の
開
設
】

　

本
町
で
次
に
よ
り「
特
設
な
ん
で
も
相

談
所
」が
開
設
さ
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
：
６
月
３
日（
月
）
13
時
～
16
時

◆
場
所
：
佐
呂
間
コ
ミ
セ
ン

◆
佐
呂
間
町
人
権
擁
護
委
員

▽
伊
藤　

雅
晃　
　

氏

▽
式
地　

勝
美　
　

氏

▽
櫻
井　

智
恵
子　

氏

問
町
民
課
住
民
活
動
係

☎
２
・
１
２
１
３

◆
町
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
介
護
職
員

業
務
内
容
：
介
護
業
務
全
般

勤
務
時
間
：
シ
フ
ト
制（
夜
勤
あ
り
）

資
　
　
格
：
介
護
福
祉
士
等
の
資
格

　
　
　
　
　

※
資
格
の
な
い
方
は
要
相
談

採
用
条
件
：
施
設
ま
で
通
勤
が
可
能
な
方

　
　
　
　
　

※
町
外
在
住
者
可

申
込
期
限
：
随
時
受
付

　

・
問
総
務
課
総
務
係

☎
２
・
１
２
１
１

◆
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ハ
ウ
ス（
総
合
公
園
）

▽
使
用
で
き
る
時
間
：
10
時
～
19
時

　
（
照
明
設
備
・
電
源
無
し
）

▽
使
用
料

　

12
人
用
コ
ン
ロ
１
台
６
０
０
円

　

６
人
用
コ
ン
ロ
１
台
３
０
０
円

　
（
12
人
用
９
台
・
６
人
用
２
台
）

▽
申
込
方
法

　

使
用
す
る
３
日
前
ま
で
に
町
民
課
生
活

　

環
境
係
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　４月１５日現在の町営住宅の空き状況をお知ら
せします。入居申込など詳しい内容は、お問い合
わせください。

町営住宅の空き状況

団　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃

西富
１階 ３LDK ２戸 15,200円～

２階 ３LDK ２戸 15,200円～

宮前 ２階 ３LDK １戸 23,600円～

栄 １階 ３LDK ２戸 15,300円～

若佐第２ ２階 ３LDK １戸 15,700円～

若佐第１

平屋

３DK ２戸 8,800円～

浜佐呂間
第２

２DK １戸 5,600円～

３DK ３戸 6,500円～

若里 ３DK ２戸 9,200円～

緑園 ３DK ６戸 7,600円～

問建設課管理係　☎２・１２１０

◆日時：６月７日（金 )

◆献血基準

※但し、６５歳以上の献血については、６０歳から
　６４歳までの間に献血経験のある方に限ります。

◆献血サービス
　献血していただいた血液は、輸血用血液として安
全かどうか確認する検査の他、臓器障害、コレステ
ロール、総蛋白等の検査結果をご本人にお知らせし
ています。

場　　　所 時　　　間
役場前 10：00 ～ 11：50

佐呂間町農協前 13：10 ～ 14：10

㈱岸組前 14：40 ～ 15：20

ケアハウス前 15：50 ～ 16：30

２００ml 献血 ４００ml 献血
１８歳から６９歳まで

この度の献血では
受け付けていません

男女とも
体重５０kg 以上

人
権
擁
護
委
員
制
度
を

　
　
　
　
ご
存
知
で
す
か
？

各
公
園
・
付
帯
施
設
が
オ
ー
プ
ン

嘱
託
職
員
の
募
集
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結核健診を下記の日程で実施します！

問保健福祉課保健推進係　☎２・１２１２

　

弁
護
士
が
あ
な
た
の
町
に
伺
い
、
無
料

で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。相
談
内
容
は
、

相
続
・
隣
地
・
借
金
・
離
婚
・
労
働
問
題
、

交
通
事
故
、
そ
の
他
暮
ら
し
の
問
題
全
般

で
、
特
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
秘
密
も

厳
守
と
な
っ
て
い
ま
す
。
お
一
人
で
悩
ま

ず
、ま
ず
は
専
門
家
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

北
海
道
弁
護
士
会
連
合
会
で
は
、
住
民

生
活
の
安
全
を
図
り
、  

ま
た
弁
護
士
の
存

在
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。
※
相
談
は
予
約
制
で
す

◆
日
時
：
５
月
17
日（
金
）13
時
半
～
16
時

◆
場
所
：
佐
呂
間
コ
ミ
セ
ン
第
１
研
修
室

◆
相
談
料
：
無
料（
お
一
人
様
30
分
ま
で
）

◆
佐
呂
間
町
の
担
当
弁
護
士

　

浦
澤　

佳
弘　

弁
護
士

　
（
浦
澤
法
律
事
務
所
北
見
オ
フ
ィ
ス
）

◆
予
約
開
始
日
：
５
月
７
日（
火
）

・
問
総
務
課
総
務
係

☎
２
・
１
２
１
１

　

工
業
統
計
調
査
は
、
国
内
の
工
業
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

統
計
法
に
基
づ
く
報
告
義
務
が
あ
る
重
要

な
調
査
で
す
。
調
査
結
果
は
中
小
企
業
施

策
や
地
域
振
興
な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
て

利
活
用
さ
れ
ま
す
。
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◆
調
査
時
点
：
６
月
１
日

５月２８日（火）

場所 時間

西富公民館前 9：00 ～ 　9：40

西中央公民館前 9：55 ～ 10：40

老人福祉センター前 10：55 ～ 11：40

中原孝司宅前 13：10 ～ 13：35

役場前 13：50 ～ 14：15

武道館温水プール前 14：30 ～ 14：50

佐呂間保育所横 15：05 ～ 15：25

ケアハウス前 15：40 ～ 16：20

５月２９日（水）

場所 時間

栄公民館前 9：00 ～ 　9：30

啓生公民館前 9：45 ～ 10：00

朝富公民館前 10：15 ～ 10：30

若佐コミセン前 10：45 ～ 11：30

小野商店前 13：15 ～ 13：30

川西公民館前 13：45 ～ 14：00

栃木公民館前 14：20 ～ 14：50

佐呂間町農協前 15：20 ～ 16：00

５月３０日（木）

場所 時間

太陽商会前 9：00 ～ 　9：20

東公民館前 9：35 ～ 　9：55

知来公民館前 10：15 ～ 10：45

仁倉公民館前 11：00 ～ 11：30

惣田勝宅前 13：20 ～ 13：40

浜佐呂間活性化センター前 13：55 ～ 14：25

幌岩公民館前 14：50 ～ 15：10

５月３１日（金）

場所 時間

旧富武士保育所前 9：00 ～ 　9：30

若里漁村センター前 9：45 ～ 10：05

若里活性化センター前 10：20 ～ 10：40

若里大和開館前 10：55 ～ 11：15

昭和３０年４月１日以前生れの
方が対象です

す
ず
ら
ん
無
料
法
律
相
談
の
実
施

工
業
統
計
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す

※直接時間までにお越しください。
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問北見年金事務所　　☎０１５７・３３・６００７（自動応答で１→２を選択）
　町民課戸籍年金係　☎２・１２１３　

日本年金機構からのお知らせ

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受
けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（６５歳から受けられる
年金）の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の承認を受けた期間の保険料については、
１０年以内であればさかのぼって納める（追納）ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して 3 年度目以降の追納の場合、当
時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。

　追納の注意点

▽ 追納は原則、古い月のものから納付することとなります。

▽ 一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。

▽「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である
　場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。
★詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」（☎０５７０・００３・００４）または北見年金事務所
　へお問い合せください。

　

消
防
法
施
行
令
に
基
づ
く
、
防
火
管
理

者（
甲
・
乙
種
）の
資
格
を
取
得
す
る
た
め

の
講
習
会
を
行
い
ま
す
。

　

火
災
を
未
然
に
防
止
し
、
被
害
の
軽
減

を
図
る
た
め
に
は
、
防
火
管
理
者
は
防
火

管
理
の
重
要
性
を
十
分
に
再
確
認
し
、
防

火
管
理
業
務
を
遂
行
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。
皆
さ
ん
の
事
業
所
も
ぜ
ひ
、

防
火
管
理
者
の
育
成
に
努
め
て
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

◆
日
時

▽
甲
種
新
規（
２
日
間
）

　

７
月
17
日（
水
）・
18
日（
木
）

　

10
時
～
16
時

▽
甲
種
再
講
習（
１
日
間
）

　

７
月
17
日（
水
）　

13
時
～
15
時

▽
乙
種（
１
日
間
）

　

７
月
17
日（
水
）　

10
時
～
16
時

◆
会
場
：
遠
軽
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
受
講
料

▽
甲
・
乙
種　
　

各
３
５
０
０
円

▽
甲
種
再
講
習　
　

３
０
０
０
円

◆
申
込
期
間

　

５
月
13
日（
月
）～
６
月
28
日（
金
）ま
で

・
問
遠
軽
地
区
広
域
組
合

　
　
　

消
防
本
部
予
防
課

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
７
６
０
０

防
火
管
理
講
習
の
ご
案
内

　

佐
呂
間
町
農
業
労
務
者
受
入
協
議
会

で
、
平
成
31
年
度
農
業
労
務
者
賃
金
が
次

の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

◆
作
業
時
間
：
７
時
～
17
時

◆
休
憩

▽
午
前
・
午
後
各 

15
分

▽
昼
休
み
60
分

◆
昼
食
：
本
人
持
参

◆
間
食
：
１
日
２
回

◆
交
通
費
：
実
費
支
給

農
業
労
務
者
賃
金
の
決
定

区分 金額

◆ビート移植・間引き・育苗
◆畑収穫・除草
◆機械移植
◆農作業準備

７，１００円

パートタイム労働
１時間当たり　８４０円

※時間外分も同額

【農業者労務賃金表】
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《ヒグマに遭遇しないために！》
❶入山の前に役場等で公表している出没情報を
　必ず確認しましょう。
❷入山する場合は、集団で行動し、見通しの悪
　い場所では笛を吹くなどしましょう。
　特に早朝や夕方、濃霧時は注意！
❸山中での飲食は、ヒグマを引き寄せる場合が
　ありますので絶対にやめましょう！
❹墓のお供え物や放置された農作物、廃棄物を
　餌としてヒグマが居着いてしまった事例が報
　告されています。食べ物等の処理は適切に！

《ヒグマに遭遇してしまったら！》
❶走って逃げると追いかけてくることがありま
　すので、まずは落ち着くことが大切です！
❷ヒグマを刺激しないように、静かに立ち去り
　ましょう。距離が近い場合は、視線をそらさ
　ずにゆっくりと後退しましょう。
❸持物をヒグマにとられた時は諦めましょう。

問総務課総務係　☎２・１２１１

　「他人が吸っているたばこの煙」を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことをいいます。
　たばこは、喫煙者が直接吸う煙（主流煙）よりも、漂う煙（副流煙）の方が有害物質を多く含んで
いるとされています。副流煙にさらされる受動喫煙は、肺がんをはじめ、心疾患や脳卒中など死
にいたる重大な病気を引き起こす危険性が高まることが明らかになっています。

受動喫煙とは…

７月１日から公共施設は敷地内禁煙です！

改正健康増進法が施行されます！
　２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、望まない受動喫煙の防止を図
るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一部の場所を除き、喫煙を禁止
するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めた改正
健康増進法が施行されます。

公共施設を敷地内禁煙に ! ！
　受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の施行を受け、本町におきましても、本年 7 月 1 日
から公共施設の「敷地内禁煙」を実施するため、役場庁舎などの各公共施設に設置していた屋外喫
煙所および喫煙場所（灰皿）を撤去します。公共施設での受動喫煙防止にご協力をお願いします。

山菜採りの心構え５か条
一、家族などに行先と帰宅時間を知らせる！
　万が一の場合、誰にも知らせていなければ捜
索が遅れます。必ず行先等を知らせましょう。

一、単独での入山を避け、２人以上で行動する！
　遭難した際、１人では救助を求めることが困
難です。２人以上で行動し、たえず声を掛け合
いお互いの位置を確認し合いましょう。

一、服装は目立つ色にする！
　白や黄色、蛍光色の服装はよく目立ち、捜索
の際に発見されやすくなります。

一、携帯電話や非常食、クマ除けなどは必携！
　鈴やラジオなどはクマ除けや自分の位置を知
らせるのに役立ち、飴などは非常食に、携帯電
話は非常時の連絡手段になります。

一、遭難した時は慎重に行動する！
　むやみに歩き回らず、捜索隊を待ちましょう。
また、視界の開けた発見されやすい場所、野宿
できる場所を早めに探すことが大切です。

春のヒグマ注意特別月間
５月３１日まで
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エ
ゾ
シ
カ
に
よ
る
農
産
物
等
の
被
害
を

軽
減
す
る
た
め
、
猟
友
会
佐
呂
間
部
会
お

よ
び
若
佐
部
会
の
協
力
を
得
て
、
佐
呂
間

町
一
円
で
エ
ゾ
シ
カ
有
害
鳥
獣
駆
除
を
次

の
期
間
で
実
施
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

◆
駆
除
期
間
：
10
月
下
旬
ま
で

問
経
済
課
林
務
係

☎
２
・
１
２
０
０

◆
社
会
福
祉
協
議
会
へ

　

仁　

倉　
　

西
光
寺　
　
　
　

さ
ん

　

仁　

倉　
　

内
藤　
　

学
峰　

さ
ん

▼
香
典
返
し
を
廃
し
て

　

川　

西　
　

中
原　
　

美
子　

さ
ん

　

西　

富　
　

伊
藤　
　

養
子　

さ
ん

▼
離
町
に
際
し
て

　

北
見
市　
　

名
知　
　

政
志　

さ
ん

エ
ゾ
シ
カ
有
害
鳥
獣
駆
除
の
実
施

第３８回　　インターナショナル
オホーツクサイクリング

◆参加資格について
　高校生以上で自己の責任でサイクリングができる方。小・中学生の参加につきましては、父母または
高校生以上の兄姉もしくは父母と同等の全責任を負える方の同伴を必要とします。

参加者募集中
５月２４日まで

※定員になり次第終了

日程 コース 定員 参加料

７月１２日（金）～１４日（日）

フルコース（２１２㎞） ５００名
高校生以上　　１７，０００円
中学生以下　　１０，０００円

満喫コース（１３３㎞） ２００名 １１，０００円

牧歌コース（８０㎞） １００名 ９，０００円

７月１４日（日） メルヘンコース（４１㎞） ２００名 ６，０００円

◆コース概要・参加定員・参加料

※各コースともに期間中の食事代（朝・昼・夕・軽食）。損害保険料を含みます。

◆申込方法
　大会エントリーサイトまたはオホーツクサイクリング実行委員会作成の郵便振替用紙で申し込みくださ
い。団体等多人数で申し込む場合は事務局にご相談ください。※ 申し込みにかかわる手数料は自己負担

　大会エントリーページ（オホーツクサイクリングホームページ）　http://gogookhotsk.jp
問オホーツクサイクリング実行委員会事務局　☎０１５２・５４・１３６１
〒０９３・０２９２　北見市常呂町字常呂３２３番地　北見市常呂総合支所内
Eokhotsk-cycling@kmd.biglobe.ne.jp

※今回をもって、オホーツクサイクリングは終了します
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後期高齢者医療制度 の見直しについて

均等割の軽減割合（９割軽減）が見直されました
【黒太字部分が見直し】

所得が次の金額以下の世帯 均等割の軽減割合

３３万円かつ、被保険者全員が所得０円
※年金収入のみの場合は受給額８０万円以下

８割軽減

（例）年金収入８０万円以下の方の場合

平成３０年度まで
９割軽減

（月平均４１７円納付）

平成３１年度から
８割軽減

（月平均８３３円納付）

保険料の負担額は１割
保険料の負担額は２割

均等割２割・５割軽減に係る所得判定基準が見直されました
【黒太字部分が見直し】

所得が次の金額以下の世帯 均等割の軽減割合
３３万円＋（２８万円×世帯の被保険者数） ５割軽減

３３万円＋（５１万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

問北海道後期高齢者医療広域連合　　　問町民課医療保険係
☎０１１－２９０－５６０１　　　　　☎２－１２１３

平成３１年度の保険料の計算方法

均等割【１人当たりの額】

５０，２０５円 １０．５９％

所得割【本人の所得に応じた額】
（平成３０年中の所得－３３万円）×

１年間の保険料
限度額６２万円

（１００円未満切捨て）

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

＋ ＝

被用者保険の被扶養者だった方の均等割軽減措置期間が見直されました
【黒太字部分が見直し】

区分 所得割 均等割の軽減割合

被用者保険の被扶養者だった方 かかりません
5 割軽減

制度加入から２年を経過する月までの期間のみ

※所得の状況により、均等割の軽減割合が８．５割または８割に該当することがあります。


